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宇都宮大学工学部・工学研究科各種委員会の運営に関する内規 

 
                           制  定 平成18年12月26日 

一部改正 平成20年２月19日 
〃   平成22年５月25日 

 

（趣旨） 

第１条 本内規は，工学部・工学研究科教授会内規第７条第１項の規定に基づ

き設置される工学部・工学研究科の各種委員会（以下「各種委員会」とい

う。）の運営に関して共通の事項を定める。 

（委員長候補・副委員長候補） 

第２条 各種委員会について，研究科長が年度当初までに委員長候補及び副委

員長候補を指名する。 

（第１回委員会） 

第３条 第１回委員会開催の招集は委員長候補が行う。 

２ 第１回委員会において委員長候補を議長として委員長及び副委員長を選出

する。 

（専攻選出委員） 

第４条 各種委員会において，学際先端システム学専攻以外の前期課程専攻か

ら選出される委員は，当該専攻を代表するとともに，工学部・工学研究科教

育研究組織内規第23条で規定される当該専攻の関係学科を代表する。 

（各系選出委員） 

第５条 工学部・工学研究科教授会を構成する教員は機械系，電気系，化学

系，建設系，情報系のいずれかの系に区分されるものとし，各系への区分は

以下の通りとする。 

２ 主担当として担当する学科がある教員は，担当学科により区分される。 

 一 機械システム工学科担当教員は機械系 

 二 電気電子工学科担当教員は電気系 

 三 応用化学科担当教員は化学系 

 四 建設学科担当教員は建設系 

 五 情報工学科担当教員は情報系 

３ 主担当として担当する学科はないが，次の前期課程専攻を担当する教員に

ついては，担当専攻により区分される。 

 一 機械知能工学専攻担当教員は機械系 
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 二 電気電子システム工学専攻担当教員は電気系 

 三 物質環境化学専攻担当教員は化学系 

 四 地球環境デザイン学専攻担当教員は建設系 

 五 情報システム科学専攻教員は情報系 

４ 前２項により区分できない教員については，その専門分野により区分す

る。 

５ 各種委員会において，系から選出される委員は，本条で規定される系から

選出される委員とする。 

附 則 

この内規は，平成19年４月１日から施行する。 

   附 則 

この内規は，平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

この内規は，平成22年７月１日から施行する。 

 


